
事 務 連 絡

令和２年１月２９日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課

御中附属学校を置く各国立大学法人担当課

附属学校を置く各公立大学法人担当課

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第１２条

第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

幼児教育課

特別支援教育課

「学校現場における虐待防止に関する研修教材」の送付について

平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。

政府においては、児童虐待防止のための更なる対策に取り組むべく、平成３１年

２月８日に関係閣僚会議において 「 児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対、『

策 の更なる徹底・強化について を決定するとともに 同年３月１９日には 児』 」 、 、「

童虐待防止対策の抜本的強化について」を決定したところです。

本対策では、児童虐待対応に関する具体的な事例を想定した研修教材を作成する

こととされているところであり、これを受けて文部科学省では、厚生労働省及び警

察庁等関係省庁の協力を得ながら「学校現場における虐待防止に関する研修教材」

を作成し、下記のとおり文部科学省ホームページに掲載しましたので、お知らせい

たします。本教材の活用に当たっては、令和元年５月に作成しました「学校・教育

委員会等向け虐待対応の手引き」も併せて御活用ください。

貴職におかれては、文部科学省ホームページに掲載した研修教材について自ら活

用するとともに、都道府県・指定都市教育委員会にあっては、所管の学校及び域内

の市町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、

国公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項

の認定を受けた市町村担当部課にあっては所轄する学校に対して、活用の周知を図

るようよろしくお願いいたします。

なお、本研修教材については、厚生労働省子ども家庭局及び警察庁生活安全局と

協議済みであることを申し添えます。



記

○「学校現場における虐待防止に関する研修教材 （令和２年１月 文部科学省）」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2

020/01/28/20200128_mxt_kouhou02_01.pdf

（参考）

○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き （令和元年５月 文部科学省）」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm

（本件担当）

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室
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